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平成３０年３月 富士見町議会定例会 議案提出 

 

 

議案第 １号  富士見町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

議案第 ２号  富士見町税条例の一部を改正する条例 

 

議案第 ３号  富士見町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

議案第 ４号  富士見町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

議案第 ５号  企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す

る法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正す

る条例 

 

議案第 ６号  富士見町企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条

例の一部を改正する条例 

 

議案第 ７号  富士見町商業振興条例の一部を改正する条例 

 

議案第 ８号  富士見町工業振興条例の一部を改正する条例 

 

議案第 ９号  富士見町体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

議案第１０号  富士見町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

議案第１１号  長野県町村公平委員会共同設置規約の変更について 

 

議案第１２号  町道の路線の一部廃止について 

 

議案第１３号  平成２９年度 富士見町一般会計補正予算（第８号）  

 

議案第１４号  平成２９年度 富士見町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第１５号  平成２９年度 富士見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第１６号  平成２９年度 富士見町観光施設貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第１７号  平成２９年度 富士見町富士見財産区特別会計補正予算（第１号） 



 

 

 

 

議案第１８号  平成２９年度 富士見町水道事業会計補正予算（第３号）  

 

議案第１９号  平成２９年度 富士見町下水道事業会計補正予算（第３号）  

 

議案第２０号  平成３０年度 富士見町一般会計予算 

 

議案第２１号  平成３０年度 富士見町国民健康保険特別会計予算 

 

議案第２２号  平成３０年度 富士見町後期高齢者医療特別会計予算 

 

議案第２３号  平成３０年度 富士見町観光施設貸付事業特別会計予算 

 

議案第２４号  平成３０年度 富士見町富士見財産区特別会計予算 

 

議案第２５号  平成３０年度 富士見町水道事業会計予算 

 

議案第２６号  平成３０年度 富士見町下水道事業会計予算 

 

 

 

上記のとおり提出します。 

 

 

  平成３０年３月１日  提 出 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         

 

 

 

富士見町議会議長  五 味 平 一  殿 

 



議案第１号 

 

 

 

富士見町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町個人情報保護条例（平成 12年富士見町条例第 7号）の一部を次のとおり改正す

るものとする。 

 

 

 

平成３０年３月１日 提 出 

 

 

 

            富士見町長  名 取 重 治         



 

富士見町条例第  号 

 

 

富士見町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

富士見町個人情報保護条例(平成12年富士見町条例第7号)の一部を次のように改正する。 

 

第2条第2号中「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」を「次のいずれかに

該当するもの」に改め、同号ただし書を次のように改める。 

ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報に含まれる当該個人に関する情報及

び法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報

を除く。 

第2条第2号ア及びイを次のように改める。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的

記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若

しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人

識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58

号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以

下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合するこ

とができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。) 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

第2条第8号中「、(マイクロフィルムを含む」を「(マイクロフィルムを含む」に改め、

「(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作ら

れた記録をいう。以下同じ)」を削り、同号を同条第9号とし、同条中第7号を第8号とし、

第6号を第7号とし、同条第5号中「番号法第23条第1項及び第2項」の次に「(これらの規

定を番号法第26条において準用する場合を含む。第23条の2において同じ。)」を加え、

同号を同条第6号とし、同条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1

号を加える。 

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪によ



 

り害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよ

うにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個

人情報をいう。 

第6条第2項中「次に掲げる事項に関する情報」を「要配慮個人情報(本人の信条、社会

的身分、犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実が含まれる個人情報に限る。)」に改

め、同項各号を削る。 

第7条第1項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。 

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

第7条の3第1項中第10号を第11号とし、第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第5号

の次に次の1号を加える。 

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

第7条の3第2項第10号中「第2条第3号イ」を「第2条第4号イ」に改める。 

第7条の4第1項中「第6号」を「第7号」に、「第8号」を「第9号」に、「第9号」を「第

10号」に改め、同条第3項中「第6号」を「第7号」に改める。 

第23条の2中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の次に「又は同条第8号

に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」を加える。 

第34条中「第2条第1項第4号」を「第2条第4号ア」に改める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に改正後の富士見町個人情報保護条例(以下「改正後条例」とい

う。)第 2条第 1号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第

2条第 3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第 7条第 1項の規

定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現

に行っているときは、富士見町個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成 30年富士

見町条例 号）の施行後遅滞なく」とする。 

3 この条例の施行の際現に改正後条例第 2条第 1号に規定する実施機関が保有している改

正後条例第 2条第 7号に規定する特定個人情報ファイルであって、改正後条例第 7条の 3

第 1 項第 5 号に規定する記録情報に改正後条例第 2 条第 3 号に規定する要配慮個人情報



 

を含むものについての改正後条例第 7条の 3第 1項の規定の適用については、同項中「保

有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「保有しているときは、富士見町個人

情報保護条例の一部を改正する条例（平成 30年富士見町条例 号）の施行後遅滞なく」

とする。 



議案第２号 

 

 

 

富士見町税条例の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町税条例（昭和 30年富士見町条例第 42号）の一部を次のとおり改正するものとす

る。 

 

 

 

平成３０年３月１日 提 出 

 

 

 

            富士見町長  名 取 重 治         



 

富士見町条例第  号 

 

 

富士見町税条例の一部を改正する条例 

 

富士見町税条例(昭和 30年富士見町条例 42号)の一部を次のように改正する。 

 

第 51条第 1項中「、収益事業を行う法人を除き」を削り、同項第 4号中「公益社団法

人及び公益財団法人」の次に「又はこれに準ずるもの」を加え、同項中第 5号を削り、第

6号を第 5号とする。 

第 142条に次の 2号を加える。 

(4) 学校教育法第１条に規定する学校及びこれらに類する学校の生徒で教員の引率

による修学旅行及び合宿訓練において入湯する者 

(5) 入湯しようとする者が支払うべき料金が 1,000円（消費税額及び地方消費税額に

相当する額を除く。）以下である施設において宿泊を伴わないで入湯する者 

第 143 条中「入湯客１人１日について、150 円とする」を「次の各号に掲げる区分に

応じ、入湯客 1 人 1 日（第 1 号の場合にあっては、1 泊をもって 1 日とする。）につき、

当該各号に掲げる額とする」に改め、同条に次の各号を加える。 

(1) 宿泊を伴う入湯 150円 

(2) 宿泊を伴わない入湯 50円 

 

附 則 

この条例は、平成 30年４月１日から施行する。 



議案第３号 

 

 

 

富士見町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

富士見町国民健康保険条例（昭和34年富士見町条例第4号）の一部を次のとおり改正する

ものとする。 

 

 

 

平成３０年３月１日 提 出 

 

 

 

            富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

 

富士見町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

  富士見町国民健康保険条例（昭和34年富士見町条例第4号）の一部を次のように改正

する。 

 

目次中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加え、「国民健康保険運営協議会」

を「町の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改める。 

  「第1章 この町が行う国民健康保険」を「第1章 この町が行う国民健康保険の事

務」に改める。 

  第1条の見出し中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加え、同条中「行う国民

健康保険」の次に「の事務」を加え、「定が」を「定めが」に改める。 

 「第2章 国民健康保険運営協議会」を「第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する

協議会」に改める。 

  第2条の見出し及び同条中「国民健康保険運営協議会」を「町の国民健康保険事業の

運営に関する協議会」に改める。 

  第11条の2中「被保険者である世帯主及びその」を「世帯主の」に、「第29条の7第1

項」を「第29条の7第1項第1号」に、「同項に規定する後期高齢者支援金等賦課額」を

「国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額」

に、「同項に規定する介護納付金賦課被保険者」を「国民健康保険法施行令第29条の7

第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者」に、「同項に規定する介護納付金賦課

額」を「国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額」に

改める。 

 第11条の3各号を次のように改める。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付

に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生

活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るも

のに限る。)の額 



ロ 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75

条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の

納付に要する費用(長野県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限

り、長野県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法

の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢

者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」とい

う。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付

金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額 

ハ 法第81条の2第4項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 

ニ 法第81条の2第9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する

費用の額 

ホ 保健事業に要する費用の額 

へ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費

用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給

付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時

生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送

費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに長野県が

行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用(長野県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分

に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用の額を除く。) 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 法第74条の規定による補助金の額 

ロ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける

補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(長野県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介

護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)

に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額 

ハ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(ニにおいて「国民健康



保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費

用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給

付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額 

ニ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費

用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72

条の3第1項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保

険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額 

 第15条の6中「54万円」を「58万円」に改める。 

 第15条の6の2各号を次のように改める。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(長野県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金

等の納付に要する費用に係る部分であって、長野県が行う国民健康保険の一般被保険

者に係るものに限る。次号において同じ。) 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける

補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。)の額 

ロ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた

法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額 

 第15条の7各号を次のように改める。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(長野県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。次号において同じ。) 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける

補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。)の額 

ロ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要



する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた

法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額 

第19条第1項中「54万円」を「58万円」に改め、同項第2号中「27万円」を「27万5千

円」に改め、同項第3号中「49万円」を「50万円」に改め、同条第3項及び第4項中「54

万円」を「58万円」に改める。 

  第24条の3第2項中「届出は」を「届出に当たり」に、「を提示して行わなければ」を

「の提示を求められた場合においては、これを提示しなければ」に改める。 

   

附 則 

 （施行期日） 

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

第2条 この条例による改正後の第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料につい

て適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 



議案第４号 

 

 

 

富士見町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町後期高齢者医療に関する条例（平成20年富士見町条例第1号）の一部を次のとお

り改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年３月１日 提 出 

 

 

 

            富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

 

富士見町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

  富士見町後期高齢者医療に関する条例（平成 20年富士見町条例第 1号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第 3条第 1項第 2号中「法第 55条第 1項」の次に「(法第 55条の 2第 2項において準

用する場合を含む。)」を加え、同項第 3号中「法第 55条第 2項第 1号」の次に「(法第

55 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第 4 号中「法第 55 条第

2 項第 2 号」の次に「(法第 55 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。)」を加え、

同項に次の 1号を加える。 

(5) 法第 55 条の 2 第 1 項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法

(昭和 33年法律第 192号)第 116条の 2第 1項及び第 2項の規定の適用を受け、これ

らの規定により富士見町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者

であった被保険者 

附則第 2 条から第 3 条までを削り、附則第 4 条を附則第 2 条とし、附則第 5 条を附則

第 3条とし、附則第 6条を附則第 4条とする。 

 

附 則 

この条例は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

  

 



議案第５号 

 

 

 

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 

第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例 

 

 

 

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０条

第１項の規定に基づく準則を定める条例（平成21年富士見町条例第12号）の一部を次のとお

り改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年３月１日 提 出 

 

 

 

            富士見町長  名 取 重 治         



 

富士見町条例第  号 

 

 

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 

第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例 

 

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０

条第１項の規定に基づく準則を定める条例（平成 21 年富士見町条例第 12 号）の一部を

次のように改正する。 

 

題名を次のように改める。 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第 9条第 

1項に基づく準則を定める条例 

第 1 条中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する

法律(平成 19年法律第 40号)第 10条第 1項」を「地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律（平成 29年法律第 47号）第 9条第 1項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成 30年 4月 1日から施行する。 



議案第６号 

 

 

 

富士見町企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 

 

富士見町企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例（平成28年富士

見町条例第15号）の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年３月１日 提 出 

 

 

 

            富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

 

富士見町企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を

改正する条例 

 

富士見町企業立地の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例（平成 28年

富士見町条例第 15号）の一部を次のように改正する。 

 

題名を次のように改める。 

   富士見町地域経済牽引事業の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例 

第 1条中「企業立地」を「地域経済牽引事業」に改める。 

第 2条第 2号を次のように改める。 

(2) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律（平成 29年法律第 47号。以下「地域未来投資促進法」という。）第 4条第 2項に

規定する促進区域をいう。 

 第 2条に次に 1号を加える。 

(3) 地域経済牽引事業計画 地域未来投資促進法第 13条第 1項に規定する地域経済牽

引事業計画をいう。 

第 4条を次のように改める。 

（促進区域における課税免除） 

第 4条 促進区域内において、地域未来投資促進法第 13条第 4号の規定により長野県知

事から地域経済牽引事業計画の承認を受けているもので、かつ、同条例第 24条の規定

に基づき、承認地域経済牽引事業の地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとし

て主務大臣が定める基準に係る確認を受けたものについて、当該施設の用に供する家

屋若しくは構造物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税は、当該固定

資産税が課せられることとなった年度から 3年度分に限り課税を免除するものとする。 

 

附 則 

この条例は、平成 30年 4月 1日から施行する。 



議案第７号 

 

 

 

富士見町商業振興条例の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町商業振興条例（平成12年富士見町条例第32号）の一部を次のとおり改正するもの

とする。 

 

 

 

平成３０年３月１日 提 出 

 

 

 

            富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

 

富士見町商業振興条例の一部を改正する条例 

 

富士見町商業振興条例（平成 12年富士見町条例第 32号）の一部を次のように改正する。 

 

第 5条の見出しを「(指定の基準及び補助金等)」に改め、同条中「対象事業」を「指定」

に、「商業者、商業団体及び建設業者」を「事業の指定をした者」に改める。 

第 5条表を下記のように改める。 

 

対象事業 指定基準 補助率及び限度額 

高度化事業 

(第3条第1号) 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行

令(平成16年政令第182号)第3条第1項及び第

2項に規定する事業により商業団体が設置す

る施設で、投下固定資産総額2,000万円以上

であるもの 

5／100以内 

限度額200万円 

常時従事するものが2名に満たない場

合の補助率及び限度額は上記の1／2と

する 

商店等近代化事業 

(第3条第2号) 

商業者又は商業団体が店舗等の近代化のた

め新設、増築及び改修する施設で、投下固

定資産総額が200万円以上であるもの 

5／100以内 

限度額200万円 

常時従事するものが2名に満たない場

合の補助率及び限度額は上記の1／2と

する 

空き店舗等活用事業 

(第3条第3号) 

商業者又は商業団体が空き店舗を新たな店

舗やコミュニティ施設として利活用するた

め改修する施設で、投下固定資産総額が50

万円以上、かつ、200万円以下であるもの 

10／100以内 

限度額20万円 

商業者又は商業団体が空き店舗を新たな店

舗やコミュニティ施設として利活用するた

め賃借する施設の家賃 

10／100以内 

限度額年20万円以内とし、2年を限度

とする 

商店街等賑わい創出事業 

(第3条第4号) 

商業団体が商店街等の賑わいを創出するた

め共同して開催するイベント及び投下固定

資産総額が50万円以上で設置する施設の費

用の一部で町長が必要と認めるもの 

30／100以内 

限度額30万円 



商店街環境整備事業 

(第3条第5号) 

商業団体が商店街に共同して設置する施設

の費用の一部で町長が必要と認めるもの 

30／100以内 

限度額30万円 

総合工事業 

(第3条第6号) 

日本標準産業分類に定める一般土木建築工

事業から建築リフォーム工事業までとし、

常時建設工事の請負契約を締結する事務所

あるいは建設工事の現場を管理する事業所

施設の新設・改善・増設に伴う投下固定資

産総額200万円以上であるもの 

5／100以内 

限度額100万円 

常時従事するものが2名に満たない場

合の補助率及び限度額は上記の1／2と

する 

職別工事業 

(第3条第7号) 

日本標準産業分類に定める大工工事業から

塗装工事業までとし、独自で開発した製品

以外の既製品・木材を購入し、又は加工し

た製品を他社へ卸売をせず、個人との請負

契約により工事を行う事業所施設の新設・

改善・増設に伴う投下固定資産総額200万円

以上であるもの 

5／100以内 

限度額100万円 

常時従事するものが2名に満たない場

合の補助率及び限度額は上記の1／2と

する 

設備工事業 

(第3条第8号) 

日本標準産業分類に定める設備工事業と

し、主として電気工作物、空気調和設備、

給排水・衛生設備、昇降設備を自己又は下

請として設備の一部を構成する事業所施設

の新設・改善・増設に伴う投下固定資産総

額200万円以上であるもの 

5／100以内 

限度額100万円 

常時従事するものが2名に満たない場

合の補助率及び限度額は上記の1／2と

する 

 

附 則 

この条例は、平成30年4月1日から施行する。 

 



議案第８号 

 

 

 

富士見町工業振興条例の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町工業振興条例（平成元年富士見町条例第33号）の一部を次のとおり改正するもの

とする。 

 

 

 

平成３０年３月１日 提 出 

 

 

 

            富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

 

富士見町工業振興条例の一部を改正する条例 

 

富士見町工業振興条例（平成元年富士見町条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

 

第 3条中第 6号を削り、第 7号を第 6号とし、第 8号から第 10号までを 1号ずつ繰り

上げる。 

第 5条の表を次のように改める。 

 

対象事業 指定基準 補助率及び限度額 

町外工業者の施設新設

事業 

(第3条第1号) 

投下固定資産総額2,000万円以上で、か

つ、常時使用する従業員が10人以上で

あるもの。ただし、町内居住者を5人以

上とすること 

投下固定資産総額の5／100以内で1,000

万円を限度とする。 

ただし、新規常用雇用がない場合の補助

率及び限度額は上記の1／2とする。 

町内工業者の施設移転

新設事業 

(第3条第2号) 

投下固定資産総額500万円以上で、か

つ、常時使用する従業員が2人以上であ

るもの。ただし、町内居住者を1名以上

とすること 

投下固定資産総額の5／100以内で1,000

万円を限度とする。 

ただし、新規常用雇用がない場合の補助

率及び限度額は上記の1／2とする。 

町内施設増設事業 

(第3条第3号) 

投下固定資産総額500万円以上で、か

つ、常時使用する従業員が2人以上であ

るもの。ただし、町内居住者を1名以上

とすること 

投下固定資産総額の5／100以内で1,000

万円を限度とする。 

ただし、新規常用雇用がない場合の補助

率及び限度額は上記の1／2とする。 

町内施設改善事業 

(第3条第4号) 

投下固定資産総額500万円以上で、か

つ、常時使用する従業員が2人以上であ

るもの。ただし、町内居住者を1名以上

とすること 

投下固定資産総額の5／100以内で1,000

万円を限度とする。 

ただし、新規常用雇用がない場合の補助

率及び限度額は上記の1／2とする。 

生産設備投資促進事業 

(第3条第5号) 

投下固定資産総額100万円以上であるも

の 

投下固定資産総額の5／100以内で年間2

0万円を限度とする。 

公害等防止施設事業 

(第3条第6号) 

投下固定資産総額100万円以上のもの 投下固定資産総額の10／100以内で800

万円を限度とする。 

工場等の用地取得事業 町工業振興上適当と認められるもので、取得価格の30／100以内で500万円を限



(富士見高原産業団地を

除く。) 

(第3条第7号) 

取得する土地の面積が600m2以上である

こと、かつ、取得から2年以内に当該用

地において操業を開始するもの 

度とし、用地の取得から当該工場等を2

年以内に建設し操業したときに交付す

る。 

ただし、新規常用雇用がない場合の補助

率及び限度額は上記の1／2とする。 

富士見高原産業団地の

用地取得事業 

(第3条第8号) 

町工業振興上適当と認められるもの 取得価格の20／100以内で1企業1億円を

限度とし、3年間に分割して交付する。 

人材育成・職業訓練等

事業 

(第3条第9号) 

町工業振興上適当と認められるもの 授業料の1／2以内を就学年ごとに交付

する。 

 

第 5条第 2項中「又は償却資産のみの場合」を削る。 

第 6条中「企業立地」を「地域経済牽引事業」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成30年4月1日から施行する。 

 



議案第９号 

 

 

 

富士見町体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町体育施設等の設置及び管理に関する条例（平成 8年富士見町条例第 5号）の一部

を次のとおり改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年３月１日 提 出 

 

 

 

            富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

 

富士見町体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

富士見町体育施設等の設置及び管理に関する条例（平成 8 年富士見町条例第 5 号）の

一部を次のように改正する。 

 

第 3 条の表中富士見町Ｂ＆Ｇ海洋センタ－プ－ルの項及び富士見町Ｂ＆Ｇ海洋センタ

－艇庫の項を削る。 

別表の 4を削り、別表の 5を別表の 4とし、別表の 6を別表の 5とする。 

 

 

附 則 

この条例は、平成 30年 3月 31日から施行する。 

 



議案第１０号 

 

 

 

富士見町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年富士見町条例第４号）の一部を次のと

おり改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年３月１日  提 出 

 

 

 

     富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

 

富士見町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

富士見町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年富士見町条例第4号)の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第2条中「同法第36条」を「これらの規定を同法第36条第8項」に、「及び第36条」を

「及び第36条第8項」に改める。 

第5条第3項中「、第1号に該当する扶養親族については333円」を「、第1号又は第3号

から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円」に、「1人に

つき267円(非常勤消防団員等に第1号に該当する者がない場合には、そのうち1人につい

ては333円)を、第3号から第6号までのいずれか該当する扶養親族については、1人につき

217円(非常勤消防団員等に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合

には、そのうち1人については300円)」を「1人につき333円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 30年 4月１日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例による改正後の富士見町消防団員等公務災害補償条例第 5 条第 3 項の規定は、

この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた富士見町消防団員等公務災害補償条

例同条第 1項に規定する損害補償（以下この項において「損害補償」という。）並びに同

日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第 4 条第 3 号に規定する傷

病補償年金、同条第 4 号イに規定する障害補償年金及び同条第 6 号イに規定する遺族補

償年金（以下この項において「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支

給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由

の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 



 

議案第１１号 

 

 

 

長野県町村公平委員会共同設置規約の変更について 

 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 7第 2項の規定により、平成 30年 4月

1日から白馬山麓環境施設組合が名称を白馬山麓事務組合に変更することに伴い、長野県町

村公平委員会共同設置規約の一部を別紙のとおり変更するため、同条第 3 項の規定により

議会の議決を求める。 

 

 

 

平成３０年３月１日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



 

（別紙） 

 

 

長野県町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約（案） 

 

長野県町村公平委員会共同設置規約（平成 17年 4月 1日制定）の一部を次のように改

正する。 

 

 別表中「白馬山麓環境施設組合」を「白馬山麓事務組合」に改める。 

 

附 則 

この規約は、平成 30年 4月 1日から施行する。 



議案第１２号 

 

 

 

町道の路線の一部廃止について 

 

 

 

道路法（昭和 27年法律第 180号）第 10条第 3項の規定により、別紙のとおり町道の路線

を一部廃止する。 

 

 

 

平成３０年３月１日  提 出 

 

 

 

     富士見町長  名 取 重 治         



別 紙 

 

１．道路法第 10条第 3項の規定により一部廃止する路線 

 

番 号 路 線 名 
旧 起 終 点 地 番 

重要な経過地 
新 起 点 終 点 

1 3630号線 
旧 落合 9984-385 落合 9984-392  

新 落合 9984-385 落合 9984-392  

2 7792号線 
旧 富士見 4654-313 落合 10777-1  

新 富士見 4654-313 落合 10777-1  

3 7908号線 
旧 落合 9984-1206 落合 9984-1062  

新 落合 9984-1206 落合 9984-1062  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



議案第１３号

　平成２９年度 富士見町一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 96,541 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 7,366,470 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる

経費は「第２表　繰越明許費」による。

第３条　地方債の追加は「第３表　地方債補正」による。

平成３０年　３月　１日　　提　出　　 　　名　　取　　重　　治

平成３０年　　月　　日　　議　決 　　五　　味　　平　　一

平成２９年度　富士見町一般会計補正予算　(第８号）

　（歳入歳出予算補正）

　（繰越明許費）

富 士 見 町 長

富士見町議会議長

　（地方債補正）











第　２　表 　繰　　越　　明　　許　　費

 　６．農林水産業費 　１．農　業　費 　　農業競争力強化基盤整備事業 　千円

8,225

 １０．教　育　費 　１．教育総務費 　　大規模改造事業 　千円

32,158

第　３　表 　地　　方　　債　　補　　正

１　追　加

千円

2,300

21,300

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　額

 起 　債 　の　 目　 的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

 1　公共事業等
　　 （農業競争力強化基盤整備事業
　　　 ・補正予算分）

 2　学校教育施設等整備事業
　　 （大規模改造事業・補正予算分）

証書借入

又　　は

証券発行

６.０ ％以内

(ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金について、利率見直しを行った

後においては、当該見直し後の利率)

政府資金については、その融資条件

により、銀行その他の場合にはその債

権者と協定するものによる。ただし、町

の財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、又は繰上償還もしく

は低利に借換えることが出来る。







































議案第１４号

　平成２９年度 富士見町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,786 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 1,764,147 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

平成３０年　３月　１日　　提　出　　 　　名　　取　　重　　治

平成３０年　　月　　日　　議　決 　　五　　味　　平　　一富士見町議会議長

平成２９年度　富士見町国民健康保険特別会計補正予算　(第３号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長





























議案第１５号

　平成２９年度 富士見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 274 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 182,156 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

平成３０年　３月　１日　　提　出　　 　　名　　取　　重　　治

平成３０年　　月　　日　　議　決 　　五　　味　　平　　一富士見町議会議長

平成２９年度　富士見町後期高齢者医療特別会計補正予算　(第３号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長





























議案第１６号

　平成２９年度 富士見町観光施設貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,195 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 151,125 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

平成３０年　３月　１日　　提　出　　 　　名　　取　　重　　治

平成３０年　　月　　日　　議　決 　　五　　味　　平　　一富士見町議会議長

平成２９年度　富士見町観光施設貸付事業特別会計補正予算　(第１号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長





























議案第１７号

　平成２９年度 富士見町富士見財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,435 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 12,478 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

平成３０年　３月　１日　　提　出　　 　　名　　取　　重　　治

平成３０年　　月　　日　　議　決 　　五　　味　　平　　一富士見町議会議長

平成２９年度　富士見町富士見財産区特別会計補正予算　(第１号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長



























議案第１８号

(総則）

第１条 平成２９年度富士見町水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収　　　入

　第１款 水道事業収益 624,010 千円 10 千円 624,020 千円

　　第２項 　営業外収益 145,250 千円 10 千円 145,260 千円

支　　　出

　第１款 水道事業費用 564,707 千円 5,188 千円 569,895 千円

　　第１項 　営業費用 518,191 千円 4,188 千円 522,379 千円

　　第２項 　営業外費用 46,516 千円 1,000 千円 47,516 千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「３４２，１８１千円」を
「３３６，５８１千円」に、過年度分損益勘定留保資金「２８２，１８１千円」を「２７６，５８１千円」に改め、
資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収　　　入
既決予定額 補正予定額 計

　第１款 資本的収入 18,944 千円 5,600 千円 24,544 千円

　　第１項 　負担金 1,944 千円 5,600 千円 7,544 千円

支　　　出
既決予定額 補正予定額 計

　第１款 資本的支出 361,125 千円 0 千円 361,125 千円

　　第１項 　建設改良費 167,749 千円 0 千円 167,749 千円

平成３０年　　３月　　１日　　提出 名 取 重 治

平成３０年　　３月　　　日　　議決 五 味 平 一

平成２９年度富士見町水道事業会計補正予算（第３号）

富 士 見 町 長

富士見町議会議長

既決予定額 補正予定額 計

既決予定額 補正予定額 計



収 入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 水 道 事 業 収 益 624,010 10 624,020

2 営 業 外 収 益 145,250 10 145,260

5 雑 収 益 1,500 10 1,510

支 出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 水 道 事 業 費 用 564,707 5,188 569,895

1 営 業 費 用 518,191 4,188 522,379

4 総 係 費 78,627 200 78,827

5 減 価 償 却 費 332,873 3,988 336,861

2 営 業 外 費 用 46,516 1,000 47,516

2 雑 支 出 23,300 1,000 24,300

2．資本的収入及び支出

収 入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 収 入 18,944 5,600 24,544

1 負 担 金 1,944 5,600 7,544

1 負 担 金 1,944 5,600 7,544

支 出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 支 出 361,125 0 361,125

1 建 設 改 良 費 167,749 0 167,749

3 営 業 設 備 費 25,062 0 25,062

款 項 目

平成29年度富士見町水道事業会計予算実施変更計画

項 目

１．収益的収入及び支出

款

款 項 目

款 項 目



収      入

（款）１．水道事業収益　（項）２．営業外収益

金　　額

5 雑 収 益 1,500 10 1,510 2 有価証券評価益 10 10

1,500 10 1,510

支　　　出

（款）１．水道事業費用　（項）１．営業費用

金　　額

4 総 係 費 78,627 200 78,827 20 委 託 料 200 委託料増 200

5 減 価 償 却 費 332,873 3,988 336,861 1
有形固定資産
減 価 償 却 費

3,988 3,988

計 411,500 4,188 415,688

（款）１．水道事業費用　（項）２．営業外費用 （単位：千円）

金　　額

2 雑 支 出 23,300 1,000 24,300 2 有価証券評価損 1,000 1,000

23,300 1,000 24,300

収　　　入

（款）１．資本的収入　（項）１．負担金

金　　額

1 加 入 金 4,600 加入金増 4,600

2 工 事 負 担 金 1,000 工事負担金増 1,000

1,944 5,600 7,544

支　　　出

（款）１．資本的支出　（項）１．建設改良費

金　　額

13 備 消 品 費 330 330

24 工 事 請 負 費 △ 330 △ 330

25,062 0 25,062計

工事請負費減

目 既決予定額 補正予定額 計
節

3 営 業 設 備 費 25,062

平成29年度富士見町水道事業会計予算実施変更計画内訳書

1．収益的収入及び支出

計

（単位：千円）

目

（単位：千円）

目 既決予定額 説　　　　　　　　明
区　　分

計

計

1 負 担 金 1,944

既決予定額 補正予定額

計

目

5,600

計

7,544

既決予定額
区　　分

節

0 25,062

有価証券評価益増

区　　分

有価証券評価損増

２．資本的収入及び支出

（単位：千円）

節

区　　分

節

（単位：千円）

補正予定額

有形固定資産減
価償却費増

備消品費増

計

説　　　　　　　　明

補正予定額

説　　　　　　　　明

説　　　　　　　　明

目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　明
区　　分



Ⅰ　　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

受取利息及び受取配当金

営業外雑収益

一般会計補助金

長期前受金戻入

支払利息

営業外雑支出

減価償却費

その他損益勘定留保資金

未収金の減少(増加△）

前払金・前払費用の減少(増加△）

貯蔵品の減少（増加△）

その他流動資産の減少(増加△）

引当金の増加(減少△）

その他固定負債の増加(減少△）

未払金・未払費用の増加(減少△）

前受金の増加（減少△）

その他流動負債の増加(減少△）

小計

利息及び配当金の受取額

営業外雑収益

一般会計補助金

利息の支払額

営業外雑支出

営業外活動に係る未収金の減少

営業外活動に係る未払金・未払費用の増加

営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

有価証券の売却による収入

有形固定資産の売却による収入

国庫補助金等の収入

建設改良費

建設改良に係る未収金の減少

建設改良に係る未払金・未払費用の増加

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入

企業債の返済による支出

長期貸付金返還金による収入

長期貸付金による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加(△減少）額

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

平成２９年度富士見町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

（単位：千円）

項　　　　　　　　　　　　　　　目 金額

49,131

△ 3,945

△ 1,510

△ 7,680

△ 131,725

23,216

2,204

336,861

15,000

1,751

0

0

0

257

0

1,970

0

0

285,530

3,801

1,510

7,680

△ 23,216

△ 2,204

37

1,109

274,247

△ 10

99,686

0

6,986

△ 156,058

1,080

△ 35,813

△ 84,129

0

△ 93,376

17,000

△ 100,000

△ 176,376

13,742

1,695,106

1,708,848



議案第１９号

(総則）

第１条 平成２９年度富士見町下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）
第２条　 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収　　　入

　第１款 下水道事業収益 1,252,626 千円 2,322 千円 1,254,948 千円

　　第２項 　営業外収益 703,236 千円 △ 214 千円 703,022 千円

　　第３項 　特別利益 0 千円 2,536 千円 2,536 千円

支　　　出

　第１款 下水道事業費用 1,021,543 千円 8,300 千円 1,029,843 千円

　　第１項 　営業費用 832,143 千円 3,300 千円 835,443 千円

　　第２項 　営業外費用 189,400 千円 5,000 千円 194,400 千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　　出

　第１款 資本的支出 698,454 千円 0 千円 698,454 千円

　　第１項 　建設改良費 35,079 千円 0 千円 35,079 千円

平成３０年　　３月　　１日　　提出 名 取 重 治

平成３０年　　３月　　　日　　議決 五 味 平 一富士見町議会議長

既決予定額 補正予定額 計

既決予定額 補正予定額 計

既決予定額 補正予定額 計

平成２９年度富士見町下水道事業会計補正予算（第３号）

富 士 見 町 長



収 入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業収益 1,252,626 2,322 1,254,948

2 営 業 外 収 益 703,236 △ 214 703,022

3 長 期 前 受 金 戻 入 192,736 △ 214 192,522

3 特 別 利 益 0 2,536 2,536

1 過年度収益修正益 0 2,536 2,536

支 出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業費用 1,021,543 8,300 1,029,843

1 営 業 費 用 832,143 3,300 835,443

1 管 渠 費 38,571 1,000 39,571

2 処 理 場 費 128,489 △ 1,000 127,489

3
流域下水道維持管
理 負 担 金

99,160 3,300 102,460

2 営 業 外 費 用 189,400 5,000 194,400

3 雑 支 出 22,500 5,000 27,500

支 出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 支 出 698,454 0 698,454

1 建 設 改 良 費 35,079 0 35,079

2 公共下水道建設費 28,821 0 28,821

目

項

２．資本的収入及び支出

平成29年度富士見町下水道事業会計予算実施変更計画

１．収益的収入及び支出

目

款 項 目

款

款 項



（款）　1．下水道事業収益　　(項）　2．営業外収益

金　額

3 長期前受金戻入 192,736 △ 214 192,522 1 長期前受金戻入 △ 214 △ 214

192,736 △ 214 192,522

（款）　1．下水道事業収益　　(項）　3．特別利益

金　額

1 過年度損益修正益 0 2,536 2,536 1 過年度損益修正益 2,536 2,536

0 2,536 2,536

支 出

（款）　1．下水道事業費用　　(項）　1．営業費用

金　額

1 管 渠 費 38,571 1,000 39,571 25 修 繕 費 1,000 修繕費増 1,000

2 処 理 場 費 128,489 △ 1,000 127,489 20 委 託 料 △ 1,000 委託料減 △ 1,000

3
流域下水道維持管
理 負 担 金

99,160 3,300 102,460 36 負 担 金 3,300 負担金増 3,300

266,220 3,300 269,520

（款）　1．下水道事業収益　　(項）　2．営業外費用

金　額

3 雑 支 出 22,500 5,000 27,500 5 その他雑支出 5,000 5,000

22,500 5,000 27,500

支 出

（款）　1．資本的支出　　(項）　1．建設改良費 （単位：千円）

金　　　額

20 委託料 △ 87 委託料減 △ 87

24 工 事 請 負 費 87 工事請負費増 87

28,821 0 28,821

過年度損益修正益増

計

計

（単位：千円）

目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　明
区　　　分

2 公共下水道建設費 28,821 0

説　　　　　　　　明
区　　　分

28,821

節
説　　　　　明

区　　　分

節

消費税増

計

（単位：千円）

目 既決予定額 補正予定額 計
節

長期前受金戻入減

計

計

既決予定額

目 既決予定額 補正予定額 計

平成29年度富士見町下水道事業会計予算実施変更計画内訳書

１．収益的収入及び支出

（単位：千円）

説　　　　　明
区　　　分

（単位：千円）

目 補正予定額

計
節

補正予定額

２．資本的収入及び支出

計

目 既決予定額 説　　　　　　　　明
区　　　分



Ⅰ　　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

受取利息及び受取配当金

営業外雑収益

一般会計補助金

長期前受金戻入

支払利息

営業外雑支出

減価償却費

過年度損益修正益(損△）

その他損益勘定留保資金

未収金の減少(増加△）

前払金・前払費用の減少(増加△）

貯蔵品の減少（増加△）

その他流動資産の減少(増加△）

引当金の増加(減少△）

その他固定負債の増加(減少△）

未払金・未払費用の増加(減少△）

前受金の増加（減少△）

その他流動負債の増加(減少△）

小計

利息及び配当金の受取額

営業外雑収益

一般会計補助金

過年度損益修正益(損△）

利息の支払額

営業外雑支出

営業外活動に係る未収金の減少

営業外活動に係る未払金・未払費用の増加

営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

有価証券の売却による収入

国庫補助金等の収入

建設改良費

建設改良に係る未収金の減少

建設改良に係る未払金・未払費用の増加

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入

企業債の返済による支出

長期借入金による収入

長期借入金返済による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加(△減少）額

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

△ 41,863

300

200

0

1

0

0

3,788

9,400

510,000

6,528

0

0

△ 10,699

521,463

0

（単位：千円）

0

0

0

463

10,000

△ 300

△ 200

△ 510,000

△ 192,522

166,800

平成２９年度富士見町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

項　　　　　　　　　　　　　　　目 金額

231,685

△ 166,800

△ 463

427,634

413,616

100,000

△ 17,000

△ 563,374

11,878

223,219

△ 14,018

△ 303

570,244

0

△ 646,374

0

0

△ 20,888
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